
  18 R8.4.1 更新 

1. 持ち物について（●：必要 ○：計画内容により必要な物） 

（１）生活上に必要なもの 

●上履き（宿泊棟・体育館などで使用）   ●タオル（汗拭き用・入浴用） 

●雨具（レインコート推奨）   ●入浴用具（シャンプー、リンス、ボディソープ等） 

●洗面用具（歯磨きセット、コップ等）   ●ハンカチ・ティッシュ等 

○着替え（活動内容に応じて十分な枚数）   ○防寒具    ○懐中電灯 

○常用薬等   〇救急用品 

 

（２）その他活動上必要なもの     

  ホームページの「活動プログラム」をご確認ください。資料のダウンロードが可能です。 

        

2. 標準生活時間  
 

標準生活時間とは、利用する皆様が、互いに気持ちよく共同生活や活動ができるように、当所

が定めている１日の基本的な生活スケジュールのことです。起床・食事・消灯などの時間を統一

することで、円滑な運営と安全な生活環境を確保しています。 

 

3.  代表者連絡会  
 

代表者連絡会は、翌日の活動調整やつどいの役割確認、宿泊人数の確定など、利用期間中の安

全な運営のために行う大切な打合せです。必ずご参加ください。 

 

① 開催時間 

・16：30 より、事務室にて実施します。 

② 出席者 

・引率責任者、またはそれに代わる方が必ず出席してください。 

③ 主な内容 

・宿泊人数の最終確認 

・「夕べのつどい」「朝のつどい」における役割確認（司会進行、旗係、団体あいさつ） 

・利用団体同士の連絡事項や翌日の活動確認等 

④ 利用団体票の提出 

・退所日前日に「利用団体票」をご提出ください。 

・ご提出いただいた内容をもとに、請求書を作成し、退所日にお渡しします。 
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4.  つどい  
       

「つどい」は、宿泊団体同士の交流を深めるとともに、規律ある共同生活を送るために、毎日、

朝と夕方に実施する全体行事です。以下の点をご確認のうえ、活動計画を作成してください。 

① 参加について 

・野外炊事等、火の扱いを伴う当施設の活動プログラムを実施されている場合を除き、原則と 

して全員参加です。参加できるよう、活動計画をご調整ください。 

② 実施日 

・宿泊期間中は毎日実施します。 

③ 実施場所 

・通常…かんぽラジオ体操広場 

・天候不良及び気温低下時…館内放送にて実施（役割がある方のみ事務室にお越しください） 

④ 進行について 

・進行は、利用団体に担当していただきます。担当団体は、事前の日程調整時に決定します。 

⑤ 主な内容 

〈朝のつどい〉 

・国旗、所旗の掲揚 

・司会進行 

・ラジオ体操（希望者は全体の前で見本を行います。） 

・退所団体の代表者あいさつ等 

  〈夕べのつどい〉 

・国旗、所旗の降納 

・司会進行 

・団体代表者による団体紹介等 

・施設職員からの挨拶、交流を深めるゲーム等 

  
5. 情報交換会（飲酒）について 
       

飲酒を伴う情報交換会や懇親会を計画される場合は、次の事項を必ずお守りください。 

① 必ず「日程表」に記載し、時間は 18：00～22：00（片付け含む）でご計画ください。 

② 指定時間と場所以外での飲酒は禁止です。（宿泊棟、野外炊事場、キャンプ場は不可） 

③ オードブル類をご注文の場合は、「懇親会・特別食メニュー注文票」のご提出が必要です。 

④ 食中毒防止のため、生鮮食材・料理の持込みは、固くお断りします。 

 

6. その他  
       

① 正門は 22：00～翌 6：00 まで防犯のため施錠します。 

② 建物内は全面禁煙です。喫煙は正門を入って左側の喫煙所のみでお願いします。 

③ ペットの同伴はできません。（介助犬を除く） 

④ 駐車場以外への車両乗り入れは原則できません。 

⑤ 施設設備・備品等の破損、紛失、汚損があった場合は、修理費または購入費、クリーニング

費をご負担いただくことがあります。 

⑥ 貴重品は団体で管理するか事務室内のコインロッカー（100 円返却式）をご利用ください。 

⑦ 忘れ物は 3 か月（消耗品は 1 週間）保管後に処分します。貴重品は警察へ届け出ます。 


